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は
じ
め
に

　
「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
は
、
一
九
八
六
年
一
一
月
一
五
日
に
、
西
安
市
太
乙
路

段
の
陝
西
省
化
工
設
計
院
の
建
設
工
事
現
場
か
ら
出
土
し
、
現
在
、
西
安
碑
林

博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
。
撰
文
は
高
名
な
令
孤
楚
、
書
は
名
家
の
柳
公
権
（
七七八

～
八六五、
字
は
誠
懸
）
で
、
鐫
刻
は
末
尾
に
名
工
「
邵
建
和
」
の
刻
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
る
。
建
立
は
開
成
元
年
（
八三六）
で
あ
る（
１
）。

銘
文
に
は
、
天
宝
の

初
め
に
玄
宗
が
寵
臣
安
禄
山
に
賞
賜
し
た
邸
宅
を
、
粛
宗
が
洞
宮
（
道
観
）
に

改
め
廻
元
観
と
命
名
し
、
そ
の
後
、
文
宗
の
太
和
四
年
（
八三〇）
に
信
者
の
寄

進
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
鐘
楼
な
ど
の
観
内
施
設
を
述
べ
、
銅
鐘
を
賞
揚
す
る
。

縦
六
〇
㎝
、
横
一
二
四
㎝
の
横
長
石
に
、
全
四
一
行
、
満
行
二
〇
字
、
全
七
六

一
字
（
内
、
令
狐
楚
・
柳
公
権
の
銜
名
六
四
字
は
小
字
）
を
刻
す
る
。
左
下
角
の

柳
公
権
「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
鐫
刻
初
探

─
「
邵
建
和
刻
」
の
一
実
相
─
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わ
ず
か
な
欠
損
で
末
字
「
刻
」
が
や
や
残
欠
す
る
ほ
か
は
完
整
で
あ
る
。

　

該
銘
は
、
歴
代
の
著
録
に
見
え
ず
、
刻
面
の
一
部
に
擦
痕
が
あ
る
も
の
の
磨

泐
が
な
い
こ
と
か
ら
、
建
立
後
間
の
な
く
埋
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

出
土
後
間
も
な
い
こ
と
か
ら
、
刻
面
は
鐫
刻
さ
れ
た
当
初
の
状
態
を
保
っ
て
お

り
、
名
工
の
所
刻
で
あ
る
こ
と
も
加
え
て
、
唐
代
碑
版
の
鐫
刻
実
態
を
考
察
す

る
え
う
で
格
好
の
条
件
を
具
え
て
い
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
稿
者
が
行
っ
て

き
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
銘
石
の
鐫
刻
に
お
け
る
鐫
刻
分
担
の
有
無
と
そ
の
状

態
を
考
察
す
る
。
該
銘
の
主
な
影
印
本
に
は
、『
唐
廻
元
観
鐘
楼
銘
』（
重
慶
出

版
集
団
・
重
慶
出
版
社
、
二〇一〇）
と
、『
廻
元
観
鐘
楼
銘
』（
西
安
碑
林
名
碑
精
粋
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二〇一二）
が
あ
り
、
前
者
は
説
明
に
よ
れ
ば
「
初
出
土
時
精

拓
本
」
で
、
刻
面
写
真
と
対
照
で
き
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
六
行
目
の
一

部
に
拓
紙
の
撚
れ
が
あ
っ
て
、「
謂
為
信
鼓
」
の
書
風
に
つ
い
て
誤
認
を
来
す
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お
そ
れ
が
あ
る（

２
）。
後
者
の
拓
は
前
者
と
は
異
な
る
。
考
察
に
は
両
本
を
常
に
対

照
し
た
が
、
本
稿
で
作
成
し
た
図
に
は
前
者
を
専
用
し
た
。

　

な
お
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
北

朝
隋
唐
碑
に
お
け
る
鐫
刻
実
態
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
課
題
番
号
：

17K
02323

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

鐫
刻
分
担
に
つ
い
て

　

該
銘
末
尾
に
、
刻
者
と
し
て
明
記
さ
れ
る
邵
建
和
は
、

前
人
の
鐫
碑
は
、
必
ず
能
手
を
求
む
。
褚
書
は
多
く
万
文
韶
に
出
づ
。
信

本
隋
時
に
於
て
書
せ
る
姚
弁
誌
は
、
已
に
文
韶
の
刻
為
れ
ば
、
則
ち
名
を

両
朝
に
擅
に
す
る
こ
と
久
し
。
柳
書
は
皆 

邵
建
和
の
刻
。
元
の
趙
文
敏

の
書
は
、
惟
だ
茅
紹
之
の
刻
す
る
者
の
み
能
く
其
の
筆
意
を
得
。
碑
の
工

拙
は
、
刻
者
に
繋
る
。
其
の
重
き
こ
と
此
の
如
し
。（
民
国
・
葉
昌
熾
『
語

石
』
巻
六
「
刻
字
」
第
三
則
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
褚
遂
良
に
お
け
る
万
文
韶
、
趙
孟
頫
に
お
け
る
茅
紹

之
と
同
様
に
、
柳
公
権
に
お
い
て
は
邵
建
和
と
論
じ
ら
れ
る
鐫
刻
の
名
工
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、「
金
剛
般
若
経
」（
八二四）
末
尾
に
は
「
強
演
邵
建
和
刻
」、「
符

璘
碑
」（
八三八）
末
尾
に
は
「
中
書
省
刻
□
□
（
玉
冊
か
）
官
昭
武
校
尉
守
京
兆

城
府
折
衝
上
柱
國
邵
建
和
鐫
字（
３
）」、「
玄
秘
塔
碑
」（
八四一）
末
尾
に
は
「
刻
玉
冊

官
邵
建
和
及
弟
邵
建
初
鐫
」
と
刻
さ
れ
、
い
づ
れ
も
柳
公
権
の
書
で
あ
る（
４
）。

大
約　

書
家
は
最
も
刻
手
を
重
ん
ず
。
必
ず
刻
者
は
書
者
と
心
手
相
習
ひ
、

始
め
て
遺
憾
無
し
。
万
文
韶
の
欧
に
於
け
る
、
邵
建
和
の
柳
に
於
け
る
、

茅
紹
之
の
趙
に
於
け
る
は
、
皆 

所
謂 

相
得
て
益
ま
す
彰
る
る
者
な
り
。

（
清
・
端
方
『
壬
寅
銷
夏
錄
』
王
恭
寿
書
其
先
人
事
状
）

の
よ
う
に
、
名
家
の
石
刻
書
跡
は
揮
毫
者
と
鐫
刻
者
と
が
一
体
と
な
っ
て
十
全

を
発
揮
す
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
そ
の
こ
と
自
体
に
反
論
す
る

つ
も
り
は
な
い
が
、
稿
者
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
お
り（
５
）、

石
刻
に

お
け
る
実
際
の
鐫
刻
は
、
複
数
人
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
や
や

踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
通
常
の
規
模
で
は
、
お
そ
ら
く
複
数
人
体
制
が
一
般
的

で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
に
も
幾
種
類
か
の
書
風
（
す
な
わ

ち
刻
調
）
が
複
雑
に
混
在
す
る
こ
と
か
ら
、
刻
者
は
末
尾
に
明
記
す
る
邵
建
和

一
人
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
様
子
は
、
該
銘
全
体
に
混
在
す
る
主
な
書
風
を
分

類
し
た
図
一
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。
図
一
の
各
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的

な
書
風
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
複
数
行
に
亘
っ
て
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
図
一
に
認
め
ら
れ
る
各
類
間
の
差
異
の
程
度
は
、
特
徴
が
凝
縮
し
て

現
れ
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
該
銘
全
体
に
延
べ
て
観
察
し
た
場
合
、
書
風
の

混
在
感
は
図
一
ほ
ど
に
顕
著
で
は
な
い
。
実
際
、
各
書
風
の
分
布
の
境
界
、
す

な
わ
ち
鐫
刻
分
担
の
境
界
を
図
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
境
界
が
曖
昧
な
箇

所
が
多
く
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ご
く
一
部
の
未
熟
な
刻
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者
を
除
け
ば
、
刻
者
間
の
刻
法
や
技
能
に
は
著
し
い
差
異
は
な
く
、
共
通
の
刻

法
を
祖
述
し
、
ど
れ
も
一
定
水
準
を
保
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

各
類
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

［
Ａ
］　

該
銘
中
、
も
っ
と
も
優
れ
た
技
能
を
有
す
る
刻
者
と
考
え
ら
れ
る
。

雄
渾
で
敦
厚
の
字
画
を
刻
出
す
る
。
ち
な
み
に
、
柳
公
権
を
代
表
す
る

「
大
達
法
師
玄
秘
塔
碑
」（
刻
者
は
邵
建
和
と
邵
建
初
、
八四一）、「
神
策
軍
紀

聖
徳
碑
」（
刻
者
不
明
、
八四三）
全
体
の
書
風
は
、
も
っ
と
も
こ
れ
に
近
い
。

［
Ｂ
］　

Ａ
と
並
ぶ
技
能
を
有
す
る
。
雄
渾
敦
厚
の
字
画
で
は
Ａ
に
譲
る
が
、

精
妙
で
謹
厳
な
字
画
を
刻
出
す
る
。
た
だ
し
、
Ａ
と
の
区
分
が
つ
け
難
い

場
合
も
多
く
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
中
間
に
位
置
す
る
別
の
刻
者
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
柳
公
権
筆
の
「
金
剛
経
般
若
経
」
全
体
の
書
風
は
こ
の
Ｂ
も
し

く
は
Ｃ
に
近
い
。

［
Ｃ
］　

Ｂ
に
並
ぶ
手
練
れ
で
、
Ｂ
が
筆
画
を
や
や
直
線
的
に
刻
す
る
傾
向
が

あ
る
の
に
対
し
、
Ｃ
は
曲
直
を
兼
備
す
る
ほ
か
、
収
筆
表
現
が
Ｂ
よ
り
も

や
や
丸
み
を
帯
び
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
趣
の
点
で
は
Ｂ
と
Ｃ
は
き

わ
め
て
類
似
し
、
両
者
の
区
別
を
つ
け
難
い
場
合
が
多
い
。

［
Ｄ
］　

Ｂ
Ｃ
に
比
べ
て
や
や
粗
削
り
で
筆
画
が
幾
分
細
く
、
主
要
な
横
画
の

収
筆
の
筆
押
え
に
、
は
じ
け
た
よ
う
な
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
あ
る
。
Ｂ
や

Ｃ
と
の
区
分
を
つ
け
難
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

［
Ｅ
］　

分
担
範
囲
は
少
な
く
末
尾
に
限
ら
れ
る
。
他
者
に
比
べ
て
鋒
鋩
が
強
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め
で
、
刻
出
す
る
筆
画
が
や
や
硬
い
。

［
Ｆ
］　

字
画
の
一
部
に
不
調
和
な
刻
調
が
混
入
し
た
り
、
間
架
結
構
に
緩
さ

が
覗
く
。
Ｄ
の
負
の
増
幅
部
分
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
Ｄ
が
奏
刀
す

る
文
字
の
一
部
の
点
画
を
未
熟
者
が
奏
刀
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

刻
調
間
の
差
異

　

稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
一
件
の
石
刻
中
に
混
在
す
る
各
書
風
を
刻
出
す
る
各
刻

調
を
「
刻
法
」
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
一
件
の
石
刻
の
鐫
刻
を
二

人
が
分
担
し
た
場
合
、
そ
の
二
人
が
全
く
異
な
る
刻
し
方
（
字
画
の
表
現
）
を

祖
述
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
の

場
合
、
書
風
の
混
在
は
あ
れ
、
そ
れ
は
個
人
の
力
量
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
域
に
あ
り
、
そ
も
そ
も
祖
述
す
る
刻
し
方
が
異
な
る
と
い
う
範
疇
で
は

な
い
よ
う
に
観
察
で
き
る
。
し
が
っ
て
、
本
稿
で
は
異
な
る
書
風
を
刻
出
す
る

者
の
奏
刀
を
刻
法
と
呼
ば
ず
に
、
刻
調
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

鐫
刻
を
分
担
し
た
刻
者
の
担
当
領
域
が
明
瞭
で
あ
る
場
合
に
は
、
担
当
者
間

に
お
け
る
書
風
（
刻
調
）
の
差
異
を
明
確
に
す
る
方
法
に
は
、
各
類
が
刻
出
す

る
書
風
を
同
字
を
も
っ
て
比
較
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
り
、
稿
者
は
こ
れ
ま
で

そ
の
方
法
を
用
い
て
き
た
。
し
か
し
、
該
銘
の
場
合
は
、
上
述
の
と
お
り
各
類

の
特
徴
の
区
分
が
不
明
瞭
な
も
の
が
多
く
、
同
字
を
も
っ
て
各
類
を
比
較
す
る

こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
図
二
の
二
八
例
の
と
お
り
、
原
則
と
し
て
同
字
に
つ

い
て
最
も
精
妙
な
書
風
を
刻
出
す
る
も
の
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
の
対

照
図
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
書
風
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
方

法
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
上
述
の
と
お
り
、
該
銘
に
混
在
す
る
諸
手
中
で
は
Ａ

Ｂ
Ｃ
が
精
妙
で
、
三
者
の
技
術
面
に
大
き
な
落
差
は
な
い
が
、
Ａ
が
も
っ
と
も

雄
渾
で
寛
綽
の
書
風
を
刻
出
し
、
一
番
の
能
手
と
思
わ
れ
る
。
図
二
の
各
対
照

の
右
側
の
二
つ
の
欄
の
数
字
は
、
当
該
字
が
あ
る
行
数
を
示
し
、
数
字
の
下
の

「
上
」
あ
る
い
は
「
下
」
は
、
同
行
に
同
字
が
二
個
所
有
る
場
合
に
附
し
た
。

［図一］混在する刻調
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［図二］刻調の対照
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以
下
、
列
ご
と
に
簡
単
に
説
明
を
加
え
た
い
。

Ａ
と
Ａ
に
お
け
る
他
者
と
の
相
違

　

Ａ
は
他
者
に
比
べ
て
筆
画
が
円
潤
で
雄
渾
、
ま
た
寛
綽
な
書
風
を
刻
出
す
る
。

運
刀
に
滞
り
が
な
い
が
、
浅
薄
や
軟
柔
に
陥
ら
な
い
。
横
画
の
起
筆
の
角
度
は
、

「
錫
・
鐘
・
之
・
建
・
将
・
初
」
の
よ
う
に
、
他
者
よ
り
も
険
し
い
と
こ
ろ
が

多
い
。
ま
た
「
之
・
建
・
道
」
の
末
筆
中
央
部
の
顔
法
を
反
映
し
た
う
ね
り
は

他
者
に
比
べ
て
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
転
折
に
は
「
而
」
の
よ
う
に
直
前
か
ら
肉

を
付
け
て
円
満
な
転
折
を
刻
出
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

Ｂ
と
Ｂ
に
お
け
る
他
者
と
の
相
違

　

Ｂ
は
、
Ａ
の
円
潤
に
は
及
ば
な
い
が
、
Ｂ
に
お
け
る
他
者
よ
り
も
円
潤
で
あ

る
。
Ｂ
の
各
字
は
筆
画
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
精
緻
で
、
筆
画
に
弛
緩
や
生
硬

さ
が
な
い
。
転
折
に
お
い
て
も
「
清
・
静
・
寵
」
の
各
月
部
に
円
満
さ
が
あ
る
。

た
だ
し
、「
帝
」
の
巾
部
の
転
折
の
肉
付
は
他
者
と
逆
転
す
る
。「
帝
」
の
他
者

は
図
一
の
Ｃ
類
で
、
そ
も
そ
も
Ｂ
と
の
区
分
が
困
難
な
場
合
が
多
い
他
者
で
あ

る
。「
帝
」
に
お
け
る
Ｃ
と
の
相
違
は
横
画
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
は
横
画

の
起
筆
の
角
度
の
険
し
さ
に
加
え
、
直
線
的
で
簡
素
で
細
く
あ
り
な
が
ら
円
潤

で
あ
る
ほ
か
、
亠
部
横
画
の
収
筆
に
も
穏
や
か
さ
が
あ
る
。
収
筆
で
い
え
ば
、

「
清
」
の
各
長
横
画
、「
斯
」
の
斤
部
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
起
筆
で
は
「
清
」

の
全
横
画
、「
斯
」
の
長
横
画
、「
施
」
の
方
部
横
画
、「
立
」
の
短
横
画
、「
殿
」

の
共
部
、「
動
」
の
里
部
最
下
の
横
画
や
力
部
横
画
、「
静
」
の
争
部
の
各
横
画
、

「
其
」
の
短
横
画
が
、
い
ず
れ
も
他
者
よ
り
も
落
筆
の
角
度
に
険
し
さ
が
あ
り
、

よ
り
Ａ
に
近
い
。

Ｃ
と
Ｃ
に
お
け
る
他
者
と
の
相
違

　

Ｃ
は
Ｂ
に
比
肩
し
、
Ｂ
と
見
紛
う
ほ
ど
に
類
似
す
る
能
手
で
、
Ｂ
よ
り
も
円

勢
要
素
を
内
蔵
す
る
。
Ｃ
が
刻
出
す
る
筆
画
は
Ａ
同
様
に
円
潤
で
、
奏
刀
も
安

定
し
、
他
者
に
あ
り
が
ち
な
生
硬
な
刻
画
や
不
用
意
な
刻
画
が
混
ざ
り
込
む
こ

と
が
な
い
。
他
者
欄
の
各
字
に
比
べ
て
Ｃ
が
手
練
れ
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ

る
。

絶
対
他
者
（
少
数
の
劣
る
刻
調
）

　

図
二
に
掲
げ
た
「
点
・
終
」
二
字
の
刻
は
お
そ
ら
く
同
手
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
点
・
終
」
二
字
の
刻
者
が
刻
出
す
る
字
画
は
、
図
一
の
Ａ
～
Ｅ
の
ど
れ
と
も

異
な
っ
て
緩
慢
で
軟
弱
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
両
字
は
一
行
目
の
末
字
と

次
行
の
首
字
で
あ
る
。
ま
た
「
供
」
と
「
在
」（「
在
」
の
刻
面
に
は
軽
い
擦
れ
が

あ
る
た
め
に
詳
細
が
把
握
し
が
た
い
）
は
生
硬
で
、
こ
れ
も
同
手
と
思
わ
れ
る
。

な
お
「
供
」
の
刻
者
の
刀
は
「
供
」
の
直
下
の
「
奉
」
字
上
半
の
三
横
画
に
も

及
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
手
が
関
わ
っ
た
の

は
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
に
止
ま
る
こ
と
か
ら
も
、
い
わ
ば
未
熟
者
の
試
刻
の
類

と
思
わ
れ
る
。
稿
者
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
た
石
刻
に
は
、
こ
の
種
の
刻
調
の
混
在

は
珍
し
く
な
い（
６
）。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
項
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
末
尾
に
は
鐫
刻
者
を
「
邵
建
和
刻
」
と
明
記
す
る
。
し
か

し
、
実
際
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
複
数
名
が
分
担
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
僅
か
二
字
ほ
ど
を
刻
し
た
だ
け
の
未
熟
者
も
含
ま

れ
る
。
た
だ
し
、
鐫
刻
分
担
者
た
ち
が
刻
出
す
る
書
風
に
は
僅
か
な
相
違
は
あ

る
も
の
の
、
同
一
系
統
下
に
お
け
る
個
人
差
の
域
を
越
え
ず
、
未
熟
者
を
除
い

て
お
お
む
ね
同
じ
刻
法
を
祖
述
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
各
刻
調
間
の
境
界
を
明
示
で
き
な
か
っ
た
が
、
図
一
の
Ａ
～
Ｆ
、

及
び
図
二
の
Ａ
～
Ｃ
と
、
絶
対
他
者
の
各
図
に
用
い
た
文
字
が
該
銘
の
ど
こ
に

位
置
す
る
か
を
図
三
に
示
し
た
。
こ
の
図
三
か
ら
も
諸
刻
法
の
分
布
状
態
の
一

端
が
う
か
が
え
る
が
、
大
概
を
い
え
ば
、
Ａ
は
中
央
部
を
中
心
に
下
半
分
に
、

Ｂ
は
中
央
部
上
半
を
中
心
に
左
右
両
側
の
下
半
附
近
に
、
Ｃ
は
右
側
上
半
か
ら

中
央
部
上
半
に
か
け
て
、
Ｄ
は
左
右
両
端
附
近
に
、
Ｅ
は
末
行
に
、
Ｆ
は
中
央

か
ら
右
側
に
少
数
が
点
在
し
、
図
二
の
絶
対
他
者
（
図
３
の
＊
と
×
）
は
左
三

分
の
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
ま
と
め
れ
ば
、
中
央
部

下
半
、
次
い
で
そ
の
上
半
が
比
較
的
能
手
が
当
た
り
、
右
側
が
こ
れ
に
次
ぎ
、

左
側
上
半
は
総
じ
て
見
劣
り
す
る
刻
調
が
占
め
る
状
態
で
あ
る
。

　

拙
稿
「
道
因
法
師
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
と
混
在
状
態
が
提
起
す
る
新
た

［図三］混在する刻調の分布
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な
論
点
」（
注
５
参
照
）
で
は
、
従
来
、
末
尾
に
明
記
す
る
「
華
原
県
の
常
長

寿
・
范
素
の
鐫
」
の
両
者
を
同
碑
の
鐫
刻
者
と
み
て
き
た
が
、
実
際
に
鐫
刻
に

当
た
っ
た
の
は
二
名
に
止
ま
ら
ず
、
混
在
す
る
主
な
刻
法
だ
け
で
も
五
種
あ
る

こ
と
か
ら
、
最
低
五
名
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

刻
者
名
が
明
記
さ
れ
る
石
刻
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
数
が
実
際
の
奏
刀
者
数
を

示
す
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
の
事
例
も
、
こ
の
「
道
因
法
師

碑
」
と
同
様
の
現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
で
は
、「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
の
刻
者
と

し
て
明
記
さ
れ
る
邵
建
和
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。「
道
因

法
師
碑
」
で
も
論
じ
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
当
該
碑
鐫
刻
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す

る
立
場
─
た
と
え
ば
監
督
あ
る
い
は
指
導
者
的
立
場
や
グ
ル
ー
プ
の
長
な
ど
─

に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」

の
分
担
刻
者
が
刻
出
す
る
書
風
が
お
お
む
ね
同
類
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
分
担

者
た
ち
は
同
一
の
刻
法
を
祖
述
す
る
一
団
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
一

団
は
邵
建
和
が
指
揮
す
る
鐫
刻
集
団
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二〇一七・
一〇・
二八）

　

注
１　

首
題
の
後
二
行
に
「
銀
青
光
禄
大
夫
守
・
尚
書
左
僕
射
・
上
柱
国
彭
陽
郡
開

国
公
・
食
邑
二
千
戸 

令
狐
楚
撰
。
翰
林
学
士
・
兼
侍
書
朝
議
大
夫
・
行
尚
書

兵
部
郎
中
・
知
制
誥
・
上
柱
国
・
賜
紫
金
魚
袋 

柳
公
権
書
」
と
あ
り
、
末
行

に
「
開
成
元
年
四
月
廿
日
立　

邵
建
和
刻
」
と
あ
る
。

２　

両
本
の
当
該
箇
所
の
比
較
図
を
掲
載
す
る
。
右
が
重
慶
出
版
本
、
左
が
上
海

古
籍
出
版
社
本
。
右
に
は
、
左
図
に
加
え
た
黒
線
に
そ
っ
た
拓
の
撚
れ
が
あ
る
。

両
本
の
字
形
や
風
趣
に
相
違
が
あ
る
の
は
、
こ
の
撚
れ
の
た
め
で
あ
る
。

３　

葉
昌
熾
『
語
石
』
巻
六
「
刻
字
」
第
四
則
に
は
「
如
邵
建
和
刻
、
符
璘
碑
署

銜
爲
中
書
省
□
□
□
官
昭
武
校
尉
守
京
兆
周
城
府
折
衝
上
柱
國
、
官
上
当
闕
鐫

玉
冊
三
字
。」
と
あ
る
が
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
拓
の
写
真
に
よ

れ
ば
、
中
書
省
の
下
に
「
刻
」
字
が
明
瞭
で
、
柱
国
の
上
に
は
「
上
」
字
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
よ
っ
て
刻
・
上
の
二
字
を
補
っ
て
示
し
た
。

４　

柳
公
権
書
、
邵
建
和
刻
の
石
刻
に
は
、
ほ
か
に
も
『
唐
代
墓
誌
滙
編
』
収
録
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の
「
禅
大
徳
演
公
塔
銘
」（
八四四）
が
あ
り
、「
中
書
省
刻
石
官
昭
武
校
尉
守
京

兆
城
府
折
衝
柱
國
邵
建
和
鐫
字
」
と
刻
さ
れ
る
。
ま
た
伝
世
拓
に
「
九
疑
山

賦
」（
八四四）
も
あ
り
「
強
演
邵
建
和
鐫
字
」
と
あ
る
が
、
両
石
に
つ
い
て
は
真

偽
を
含
め
て
後
考
に
俟
ち
た
い
。

５　

窪
添
慶
文
編
『
魏
晋
南
北
朝
の
い
ま
』（
ア
ジ
ア
游
学
㆓
㆒
㆔
、
二〇一七）
所
収

の
拙
稿
「
書
法
史
に
お
け
る
刻
法
・
刻
派
と
い
う
新
た
な
視
座
─
北
魏
墓
誌
を

中
心
に
」（
依
頼
原
稿
）
に
、
北
魏
墓
誌
の
鐫
刻
実
態
に
つ
い
て
総
括
し
た
。

ま
た
、
唐
代
石
刻
に
関
す
る
拙
稿
に
は
「
欧
陽
通
「
泉
男
生
墓
誌
」
に
お
け
る

刻
法
の
混
在
─
筆
法
に
先
行
す
る
刻
法
（
刻
法
に
よ
る
新
表
現
）
の
可
能
性
─
」

（『
大
東
書
道
研
究
』
第
二
二
号
、
二〇一五）、「
道
因
法
師
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在

と
混
在
状
態
が
提
起
す
る
新
た
な
論
点
」（『
書
論
』
第
四
一
号
、
二〇一五）
と
、

「
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
寧
贙
碑
・
孟
法
師
碑
の
場
合
─
」（『
書
学
文
化
』

第
一
五
号
（ 

淑
徳
大
学
書
学
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二〇一四）
中
の
孟
法
師
碑
が
あ
る
。

つ
い
て
参
照
さ
れ
た
い
。

６　

た
と
え
ば
初
唐
の
欧
陽
通
「
泉
男
生
墓
誌
」
の
場
合
は
、
拙
稿
（
注
５
参
照
）

42
ペ
ー
ジ
掲
載
の
そ
の
他
の
類
、
就
中
「
大
兄
」
二
字
。
隋
碑
「
寧
贙
碑
」
の

場
合
は
、
拙
稿
（
注
５
参
照
）
10
ペ
ー
ジ
掲
載
の
刻
法
Ｅ
の
各
字
な
ど
は
、
僅

か
な
範
囲
を
刻
し
た
拙
劣
の
刻
で
あ
る
。
ま
た
北
朝
に
い
た
っ
て
は
こ
の
種
の

事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。


